
奈
良
県
救
急
搬
送
及
び
医
療
連
携
協
議
会
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
組
織
す
る
奈
良
県
救
急
搬
送
及
び
医
療
連
携
協
議
会
（
以

下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
二
条
協
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２
委
員
は
、
法
第
三
十
五
条
の
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

（
任
期
）

第
三
条
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員
の

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
長
）

第
四
条
協
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

２
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
協
議
会
を
代
表
す
る
。

３
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
名
す
る
委
員
が
、

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
五
条
協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。

２
協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

３
協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
部
会
）

第
六
条
協
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
指
名
す
る
。

３
会
長
は
、
前
項
の
委
員
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者
を
部
会
の
委
員
に
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

４
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
会
長
が
指
名
す
る
委
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

５
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

６
部
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
部
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か

ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

７
協
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
協
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

８
前
条
の
規
定
は
、
部
会
の
会
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
委
員
以
外
の
者
の
出
席
）

第
七
条
会
長
又
は
部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
に
関
係
者
の
出
席
を
求
め
、

そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
八
条
協
議
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
及
び
医
療
政
策
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
九
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め

る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



奈良県救急搬送及び医療連携協議会委員名簿

氏 名 役 職 名

委員 奥地 一夫 奈良県立医科大学附属病院高度救命救急ｾﾝﾀｰ長（県立医科大学救急医学教授）

委員 大澤 英一 奈良県医師会副会長

委員 槇野 久春 奈良県医師会理事

委員 野中 家久 奈良県病院協会理事（郡山青藍病院）

委員 松本 宗明 奈良県病院協会理事（西奈良中央病院）

委員 古家 仁 奈良県立医科大学 麻酔科学教授

委員 中村 達也 奈良県立奈良病院救命救急センター所長（県立奈良病院副院長）

委員 西尾 健治 奈良県立医科大学 救急医学准教授

委員 今西 正巳 奈良県立五條病院副院長

委員 下川 充 天理市立病院副院長

委員 土肥 直文 奈良県立三室病院循環器内科部長

委員 公文 啓二 近畿大学医学部奈良病院救命救急センター長（救命救急科教授）

委員 泉 知里 天理よろづ相談所病院救急診療部長

委員 西尾 博至 市立奈良病院総合診療科部長

委員 秋吉 基秀 奈良県消防長会救急部会長 （生駒市消防本部消防長）

委員 藤本 善男 奈良県消防長会救急副部会長 （桜井市消防本部消防長）



消防法（昭和２３年７月２４日法律１８６号） （抄）第７章の２ 救急業務第３５条の５ 都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者（第二条第九項に規定する傷病者をいう。以下この章において同じ。）の搬送（以下この章において「傷病者の搬送」という。）及び医療機関による当該傷病者の受入れ（以下この章において「傷病者の受入れ」という。）の迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準（以下この章において「実施基準」という。）を定めなければならない。２ 実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。一 傷病者の心身等の状況（以下この項において「傷病者の状況」という。）に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準二 前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称三 消防機関が傷病者の状況を確認するための基準四 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準五 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準六 前二号に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項七 前各号に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項３ 実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、医療法 （昭和２３年法律第２０５号）第３０条の４第１項 に規定する医療計画との調和が保たれるように定められなければならない。４ 都道府県は、実施基準を定めるときは、あらかじめ、第３５条の８第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。５ 都道府県は、実施基準を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。６ 前三項の規定は、実施基準の変更について準用する。第３５条の６ 総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。第３５条の７ 消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。２ 医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。第３５条の８ 都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織するものとする。２ 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一 消防機関の職員二 医療機関の管理者又はその指定する医師三 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者四 都道府県の職員五 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者３ 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。４ 協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。


